
第六次毛呂山町総合振興計画基本構想・前期基本計画（案）に対する

パブリックコメントの結果について

令和６年１１月５日（火曜日）から令和６年１２月４日（水曜日）にかけて「第

六次毛呂山町総合振興計画基本構想・前期基本計画（案）」に対する意見募集を

行った結果、１名から３件のご意見をいただきました。

つきましては、いただいた意見の概要とこれに対する町の考え方を公表します。

◆募集概要

パブリックコメン

ト対象
第六次毛呂山町総合振興計画基本構想・前期基本計画（案）

募集期間
令和６年１１月５日(火曜日)から

令和６年１２月４日(水曜日)まで

閲覧場所 毛呂山町公式ホームページおよび企画財政課窓口（庁舎３階）

提出方法

郵送、ファクス、電子メール、役場企画財政課への持参

※様式は自由です。

※住所・氏名・連絡先を必ず明記して下さい。

問合せ・提出先

〒350-0493 埼玉県入間郡毛呂山町中央 2 丁目 1 番地

毛呂山町役場企画財政課

電話 049-295-2112 ＦＡＸ 049-295-0771

メールアドレス kizai@town.moroyama.lg.jp

※電話や口頭による受付および個別の回答はできません。



◆提出された意見の概要と町の考え方

意見の概要

〇多文化共生に関する意見

・多文化共生施策の推進には反対します。

・現状の住民が安心して暮らせる環境づくりに注力してください。

・外国人は減らす方向で遺伝的日本人の若者を増やす政策を進めて下さい。

町の考え方

本町においても多くの外国人住民が生活している中、現在、外国人住民が安

全・安心に生活することができるよう、多文化共生キーパーソンによる支援な

どの各種取組を行っています。

国際化の進展により、外国人住民が増加している中、生活習慣や言語の違い

による地域のトラブルを防ぐためにも、今後も多文化共生の視点は必要である

と考えております。そのため、多文化共生について、前期基本計画第８章第２

節において「多文化共生社会の形成」の施策を設けることとしております。

現在、町内に居住している日本人住民はもちろんのこと、外国人住民にとっ

ても安全・安心に暮らせる多文化共生のまちづくりを引き続き進めてまいりま

すので、ご理解賜りたいと存じます。



◆提出された意見の概要と町の考え方

意見の概要

〇定住促進施策の推進（毛呂山町の若年層の人口増加）

・J リーグチームの誘致による定住促進施策について

毛呂山町では、若年層の定住率の向上が大きな課題とされています。J リー

グチームを誘致することは、若者やファミリー層にとって魅力的なライフスタ

イルを提供し、町のイメージアップに繋がります。特にスポーツ施設や関連イ

ベントの活性化は、地域経済の発展と定住人口の増加に寄与すると考えます。

町の考え方

ご指摘のとおり、本町においては、若年層の定住促進が大きな課題となって

います。そのため、前期基本計画第 10 章第１節に「定住促進施策の推進」を設

け、若い世代を呼び込み、定住促進につなげる各種取組を記載し、実施してい

く予定です。

ご提案のありました「J リーグチームの誘致による定住促進施策」ですが、

若年層を本町に呼び込めることや地域経済の活性などメリットもありますが、

本町の規模では J リーグチームを誘致することは難しいと考えております。

本町では、これまでも「未来応援奨学金返還支援補助事業」や「定住促進補

助事業」をはじめ各種定住促進施策を実施してまいりましたが、今後について

も、前期基本計画に記載されている各種取組を着実に実施し、若年層の定住促

進に努めて参りますので、ご理解を賜りたいと存じます。



◆提出された意見の概要と町の考え方

意見の概要

〇健康づくりと疾病予防に関する意見

・毛呂山町における住民の健康増進と疾病予防のため、罰則付きの「町内路上

喫煙禁止条例」の制定を提案いたします。健康づくりと疾病予防の観点から、

毛呂山町の住民全員が安全で清潔な生活環境を享受できるよう、罰則付きの

「町内路上喫煙禁止条例」の制定を強く要望します。

町の考え方

住民の健康づくりと疾病予防につきましては、前期基本計画第３章第１節

「健康づくりと疾病予防」に位置付けられていますが、総合振興計画は町の施

策の大綱的なものであり、喫煙や受動喫煙による健康被害に係る取組について

は、関連計画である「健康増進計画・食育推進計画」に記載されています。

「第３次毛呂山町健康増進計画・食育推進計画第４章健康増進計画３喫煙と

飲酒」の中で、喫煙や禁煙についての現状や課題、個人や行政の取組等につい

て記載されており、引き続き推進してまいります。

また、路上喫煙でのタバコのポイ捨てが景観悪化や環境汚染につながるとの

ご意見につきましては、町内の生活環境の現状を把握し、安全で清潔な生活環

境を確保できるよう努めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。


